
町
県
民
税
の
納
税
通
知
書
を

送
付
し
ま
す

　本
年
度
の
町
県
民
税
納
税
通
知
書

を
、6
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
。納
期

限
ま
で
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　今
回
送
付
す
る
納
税
通
知
書
は
、

令
和
2
年
1
月
1
日
か
ら
令
和
2
年

12
月
31
日
ま
で
の
所
得
に
対
す
る
町

県
民
税
で
す
。

　普
通
徴
収（
個
人
納
付
）分
と
、公

的
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収（
年
金
引

き
落
と
し
）分
の
明
細
を
記
載
し
た
納

税
通
知
書
と
な
り
ま
す
。

※

給
与
か
ら
の
特
別
徴
収（
給
与
引

き
落
と
し
）分
は
事
業
所
に
送
付
し

ま
し
た
の
で
、「
特
別
徴
収
税
額
の

決
定
通
知
書
」を
勤
務
先
で
受
け

取
って
く
だ
さ
い
。

※

公
的
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
は
、

4
月
1
日
現
在
、公
的
年
金
を
受

給
し
て
い
る
65
歳
以
上
の
方
が
対

象
で
す
。た
だ
し
、次
の
場
合
に
は

対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

・
公
的
年
金
の
年
額
が
18
万
円
未
満

の
場
合

・
介
護
保
険
料
が
公
的
年
金
か
ら
特

別
徴
収（
引
き
落
と
し
）さ
れ
て
い

な
い
場
合

※

所
得
の
種
類
に
よ
って
は
特
別
徴
収

と
普
通
徴
収
の
両
方
の
通
知
書
が

届
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◉
町
県
民
税
の
減
免
に
つ
い
て

　本
町
の
町
県
民
税
の
納
税
義
務
者

の
方
で
下
表
に
該
当
す
る
方
は
減
免

の
適
用
を
受
け
ら
れ
ま
す
の
で
、納
期

限
ま
で
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　申
請
に
は
申
請
者
の
本
人
確
認
が

で
き
る
も
の（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
・

免
許
証
等
）が
必
要
で
す
。詳
細
は
、

お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　役
場 

税
務
課

内
線
1
7
5
・
1
7
6

税額の全部

町県民税の減免対象者と申請に必要な書類
対象 減免の対象となる町県民税額 申請に必要なもの

本年１月２日以後に死亡した方のうち、前
年の合計所得金額が210万円以下の方
※相続人による申請

前年の合計所得金額が210万円以下
で、今年中の合計所得金額の見込額が
前年の合計所得金額に比べて２分の１
以下に減少すると認められる方

雇用保険法の規定によって基本手当の
受給資格を有する方のうち、前年の合
計所得金額が210万円以下の方

当該年度の賦課期日（1月1日）現在、勤
労学生である方（前年中の合計所得金
額が、75万円以下で、かつ、給与所得等
以外の所得が10万円以下）

生活保護法の規定による保護を受ける方

震災、風水害、落雷、火災その他これら
に類する災害により被害を受けた方

・申請者の本人確認ができるもの
（マイナンバーカード・免許証等）
・学生証・在学証明書（卒業者の方
は卒業証書 ）のコピー

・申請者の本人確認ができるもの
（マイナンバーカード・免許証等）
・雇用保険受給資格者証

・申請者の本人確認ができるもの
（マイナンバーカード・免許証等）
・本年中の所得が前年所得の２分
の１以下になると見込まれること
が分かる書類（本年の所得見込
額に関する計算書等）

・申請者の本人確認ができるもの
（マイナンバーカード・免許証等）

保護を受けている期間に到来する納期限に
係る納付額の合計額の全部

当該基本手当の支給対象となった日から当
該基本手当を支給されないこととなった日ま
での間に到来する納期限に係る納付額（分離
課税に係る所得割額は除く）の合計額の全部

合計所得金額に対する所得割額の２分の１に
相当する額

死亡後到来する納期限に係る納付額の合計
額の全部

被害の状況に応じて判断されます

・申請者（相続人）の本人確認がで
きるもの（マイナンバーカード・
免許証等）

・申請者の本人確認ができるもの
（マイナンバーカード・免許証等）
・り災証明書

　今年の４月よりスマートフォンなどからアプリを利用して、納付書のバーコ
ードを読み取ることで、いつでもどこでも納付できるようになりました。

納付できる町税等
　町県民税（普通徴収）・固定資産税・軽自動車税（種別割）・国民健康保険税

利用方法
　上記アプリをスマートフォンなどにダウンロードし、利用者登録した上で、納付書のバーコードを読
み取ることで納付できます。

アプリで納付できない納付書
❶ 納期限を過ぎたもの
❷ バーコードの印字がないもの、読み取れないもの
❸ 納付書１枚あたりの金額が３０万円を超えているもの
❹ 金額を訂正したもの

納税証明書
❶ 納税証明書を発行できるのは、納付手続き後おおむね２開庁日以降となります。
❷ 納税通知書に添付の軽自動車税（種別割）納税証明書（継続検査用）は、領収印が押されない
　 ため使用できません。

注意事項
❶ 領収証書は発行されません。領収証書が必要な方や軽自動車税（種別割）納税証明書（継続
　 検査用）が必要な方は、役場または金融機関、コンビニエンスストアで納付してください。
❷ アプリを利用して納付された場合は、納付書に納付済みである旨を記載していただくか、使用し
　 た納付書を破棄するなど、二重に納付されないようご注意ください。
❸ 納付操作完了後は、納付の取り消しはできません。
❹ 支払い金額以上の残高がない場合はご利用できません。
❺ 決済手数料は無料ですが、通信料は利用者負担となります。
❻ クレジットカード支払いには対応していません。
❼ アプリに関しては、アプリの運営会社へお問合わせください。
問合せ先　役場　収納課　内線120・122

各アプリの
ダウンロードは
こちらから

ＬＩＮＥＰａｙ（ラインペイ）
アプリの残高支払い

ＰａｙＰａｙ（ペイペイ）
アプリの残高支払い

ＰａｙＢ（ペイビー）
リアルタイム口座振替

スマートフォン決済アプリで
町税が納付できるようになりました

アプリ名
支払い方法

利用できるスマートフォン決済アプリ
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